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賃 貸 借 仕 様 書 

 

 

１ 契 約 件 名 パソコン等賃貸借 

 

２ 賃貸借期間   

平成３１年（２０１９年）５月１日から平成３６年（２０２４年）４月３０日まで 

※対象施設及び機器については別紙対象機器一覧表参照。 

 

３ 設 置 場 所        

(１) 事務局 

  草加市柿木町１２１３番地１ 

  

(２) 草加市立養護老人ホーム松楽苑 

  草加市柿木町１８８番地 

 

(３) 草加市総合福祉センターであいの森 

     草加市柿木町２６１番地１ 

 

(４) 草加市在宅福祉センターきくの里 

     草加市谷塚上町７０４番地３ 

 

(５) 草加市障害者グループホームひまわりの郷 

     草加市柿木町１１０４番地 

 

(６) 草加市基幹相談支援センター 

     草加市栄町二丁目１番３２号ストーク草加弐番館１階 

 

(７) 東部障がい者就業・生活支援センターみらい 

     草加市栄町二丁目１番３２号ストーク草加弐番館１階 

 

４ 数   量   

(１) 事務局 

①デスクトップパソコン…１台 

②ノートパソコン…１台 

 

 (２) 草加市立養護老人ホーム松楽苑 

        ①ノートパソコン…２台 

 

 (３) 草加市総合福祉センターであいの森 

①デスクトップパソコン…１台 

②ノートパソコン…２台 

 

(４) 草加市在宅福祉センターきくの里 

     デスクトップパソコン…１台 
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(５) 草加市障害者グループホームひまわりの郷 

     ノートパソコン…４台 

  

(６) 草加市基幹相談支援センター 

    デスクトップパソコン…１台 

 

(７) 東部障がい者就業・生活支援センターみらい 

     ノートパソコン（PowerPoint 有り）…１台 

 

   合 計 デスクトップパソコン…４台 

       ノートパソコン…９台 

       ノートパソコン（PowerPoint 有り）…１台 

        

５ 規 格 仕 様      

○デスクトップパソコン 

・本体 

① OS          Windows10 pro（64bit） 

② CPU         Core i3-4000M 以上 

③ メモリ      4GB 

④ HDD         500GB 以上 

⑤ 附属ソフト   office personal2013 

⑥ ドライブ    スーパーマルチ 

⑦ 付属品    USB マウス（光学） 

  ・モニタ 

① サイズ       17 型 

② 解像度       1280×1024 以上 

 

○ノートパソコン 

① OS          Windows10 pro（64bit） 

② CPU         Core i3-4000M 以上 

③ メモリ      4GB 

④ HDD         500GB 以上 

⑤ 附属ソフト   office personal2013 

⑥ ドライブ    スーパーマルチ 

⑦ キーボード  テンキー付きキーボード 

⑧ 付属品    USB マウス（光学） 

 

 ○ノートパソコン（PowerPoint 有り） 

① OS          Windows10 pro（64bit） 

② CPU         Core i3-4000M 以上 

③ メモリ      4GB 

④ HDD         500GB 以上 

⑤ 附属ソフト   office Home&Business2016 

⑥ ドライブ    スーパーマルチ 

⑦ キーボード  テンキー付きキーボード 

⑧ 付属品    USB マウス（光学） 
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６ 支 払 方 法       毎月末払い 

 

７ その他  

(１) 規格仕様は、同等以上とする。 

(２) 見積書には、保守料金（翌営業日訪問修理）を含んだ賃貸借料（月額）を表示する

こと。  

(３) 撤去予定のパソコンに設定されているウィルスバスター（ビジネスセキュリティク

ラウド）をアンインストールするとともに、仕様書に定めるパソコンにウィルスバスタ

ー（ビジネスセキュリティクラウド）の設定が行える状態にすること。 

(４) 仕様書に疑義が生じた場合は、担当者と協議すること。 

(５) 借上げ物件の納品に当たっては、担当の指示に従い、完全に使用できる状態まで調整し、

設置すること。 

(６) 指定の場所に、搬入、据付、調整、配線作業の一切を行うこと。 

(７) 契約期間の満了に伴う借上げ物件の撤去にかかわる費用（データ消去作業含む。）と、

原状回復にかかわる費用は受託者の負担とする。ただし、期間満了などによる撤去の必要

性が生じるまで費用負担は発生しないものとする。 

(８) 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

 

８ 問い合わせ先 

  草加市社会福祉事業団事務局総務課 担当：五十嵐 

  電話０４８（９３０）０３１１ 
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 パソコン

設置施設名 入替予定時期

草加市立養護老人ホーム
松楽苑

草加市在宅福祉センター
きくの里

草加市障害者グループホーム
ひまわりの郷

草加市基幹相談支援センター

東部障がい者就業・生活支援センター
みらい

対象機器一覧表

設置予定機器名 契約始期 契約満了日

草加市総合福祉センター
であいの森

デスクトップパソコン　１台

ノートパソコン　２台

ノートパソコン　２台

事務局

デスクトップパソコン　１台

ノートパソコン　１台

ノートパソコン　１台

平成３１年（２０１９年）
５月１日

平成３６年（２０２４年）
４月３０日

平成３１年（２０１９年）
４月

ノートパソコン　４台

デスクトップパソコン　１台

デスクトップパソコン　１台


